
　今回の協定締結を契機に、大分県集落営農法人会と大分県農業法人協会、大分県農地中間
管理機構が連携して農地中間管理事業を推進し、会員の皆様が利用する農地の拡大や分散
錯圃の解消を進めることにより、その経営の効率化と安定化に資するとともに、地域の農地の有
効利用が図られるものと考えています。

　私ども農地中間管理機構としてもこの協定を契機に、さらなる情報の提供、普及啓発に努め、
機構利用の拡大につながるよう全力で取り組んでまいります。

　大分県農地中間管理機構（大分県農業農村振興公社）は、平成２８年１１月１８日（金）に大分
県農林水産部長の立ち会いのもと、担い手関係団体である大分県集落営農法人会と大分県農
業法人協会との３者による、農地中間管理事業に係る連携協定を締結しました。

　農地中間管理事業は、担い手への農地集積と集約化を進め、生産コストの削減を図ることを
目的としており、もうかる農業を実践するためには、大変重要な事業であり、本協定では、一つは
農地中間管理事業の活用、二つは情報の提供、三つは意見交換について、連携して取り組む
ことが規定されています。
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